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（教育課程等に関する意見）教育学研究科高度教職実践専攻 

１．教科教育・特別支援教育プログラムのサブグループに所属学生の偏りが生じた場合

の，実習巡回指導等における実務家教員の補完体制などの対応策について説明するこ

と。 

（対応） 

 教科教育・特別支援教育プログラムのサブグループに所属学生の偏りが生じた場合の，

実習巡回指導等について明記した。入学者選抜の段階で調整を行ったとしてもサブグルー

プごとに偏りが生じた場合には，グループを超えた柔軟な指導体制をとることによって対

応する。特に，学校実習の巡回指導等については，各プログラムには所属しない実務家教

員であるみなし専任教員が補完するなどの体制を整備することを明確に記した。 

 

（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類 

新 旧 

11 ページ 

 

11 ページ 

開設する科目は，神奈川県教育委員会，

横浜市教育委員会，川崎市教育委員会，相

模原市教育委員会からの要望に基づいて構

成されている。開設するそれぞれの科目

は，優れた専門性を持つ研究者教員と，連

携する教育委員会や学校現場における豊か

な実務経験を持つ実務家教員とが協働して

行うことを原則とする。科目の内容によっ

ては１人で担当，あるいは複数の実務家教

員によって担当するものもある。実習科

目，課題研究は，複数教員での協働による

指導を基本とする。なお，共通科目と実習

科目は，専任教員（みなし専任を含む）が

担当する。 

なお，教科教育・特別支援教育プログラ

ムは，サブグループごとの定員を設けてお

らず，入学者選抜の段階で調整を行ったと

してもサブグループごとに偏りが生じる可

能性がある。教科に関わる指導について

開設する科目は，神奈川県教育委員会，

横浜市教育委員会，川崎市教育委員会，相

模原市教育委員会からの要望に基づいて構

成されている。開設するそれぞれの科目

は，優れた専門性を持つ研究者教員と，連

携する教育委員会や学校現場における豊か

な実務経験を持つ実務家教員とが協働して

行うことを原則とする。科目の内容によっ

ては１人で担当，あるいは複数の実務家教

員によって担当するものもある。実習科

目，課題研究は，複数教員での協働による

指導を基本とする。なお，共通科目と実習

科目は，専任教員（みなし専任を含む）が

担当する。 
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は，先に述べたように教育実践に関する高

い指導力を持った研究者教員 38 名（うち

実務経験を有する教員 16 名）に加え，学

校マネジメントプログラムに所属する専任

の実務家教員や各プログラムには所属しな

い実務家教員であるみなし専任教員が，グ

ループを超えた柔軟な巡回指導を積極的に

行い，より充実した実践的な指導を実現す

ることにより，教職全体にわたる指導力向

上を図る。 

実習巡回指導は，研究者教員と実務家教

員による複数での指導が前提となるが，研

究者教員のうち実務経験を有する教員 16

名は，「各専門の研究的学び」を超えて，

教育方法，生徒指導・生徒理解，学級・学

年・学校マネジメント，更には教師の資質

能力論まで，「理論と実践を融合する」か

たちで，「実践内容の意味付けや構造化」

を図り，実習活動の俯瞰性を高め，「横浜

国立大学教職大学院教員養成・育成スタン

ダード」（再掲，付属資料４：横浜国立大

学教職大学院教員養成・育成スタンダード

改訂版）に基づいた指導を行うという役割

を担う。また，学校マネジメントプログラ

ムに所属する専任の実務家教員や各プログ

ラムには所属しない実務家教員であるみな

し専任教員が，補完するなど，柔軟な対応

をとる。これらの実務家教員は，教員経験

に加え，指導主事，管理職等の経験があ

り，教科を超えた指導が可能である。更

に，実務家の採用にあたり，県内にある４

つ地域の教育委員会を考慮した計画的な配

置を進めており，各校種（小学校，中学
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校，高等学校，特別支援学校）をもカバー

できる体制となっている。 

42 ページ 

研究者教員と実務家教員がペアで学生の

指導を行う（以下，指導を行う大学教員を

実習担当大学教員とする）。なお，教科教

育・特別支援教育プログラムは，サブグル

ープごとの定員を設けておらず，入学者選

抜の段階で調整を行ったとしてもサブグル

ープごとに偏りが生じる可能性がある。教

科に関わる指導については，先に述べたよ

うに教育実践に関する高い指導力を持った

研究者教員 38 名（うち実務経験を有する

教員 16 名）に加え，学校マネジメントプ

ログラムに所属する専任の実務家教員や各

プログラムには所属しない実務家教員であ

るみなし専任教員が，グループを超えた柔

軟な巡回指導を積極的に行い，より充実し

た実践的な指導を実現することにより，教

職全体にわたる指導力向上を図る。 

実習巡回指導は，研究者教員と実務家教

員による複数での指導が前提となるが，研

究者教員のうち実務経験を有する教員 16

名は，「各専門の研究的学び」を超えて，

教育方法，生徒指導・生徒理解，学級・学

年・学校マネジメント，更には教師の資質

能力論まで，「理論と実践を融合する」か

たちで，「実践内容の意味付けや構造化」

を図り，実習活動の俯瞰性を高め，「横浜

国立大学教職大学院教員養成・育成スタン

ダード」（再掲，付属資料４：横浜国立大

学教職大学院教員養成・育成スタンダード

改訂版）に基づいた指導を行うという役割

41 ページ 

研究者教員と実務家教員がペアで学生の

指導を行う（以下，指導を行う大学教員を

実習担当大学教員とする）。 
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を担う。また，学校マネジメントプログラ

ムに所属する専任の実務家教員や各プログ

ラムには所属しない実務家教員であるみな

し専任教員が，補完するなど，柔軟な対応

をとる。これらの実務家教員は，教員経験

に加え，指導主事，管理職等の経験があ

り，教科を超えた指導が可能である。更

に，実務家の採用にあたり，県内にある４

つ地域の教育委員会を考慮した計画的な配

置を進めており，各校種（小学校，中学

校，高等学校，特別支援学校）をもカバー

できる体制となっている。 

具体的には以下の間隔で実習校での指導

を行う予定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的には以下の間隔で実習校での指導を

行う予定である。 
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（教育課程等に関する意見）教育学研究科高度教職実践専攻 

２．現職教員学生を対象とした実習科目の免除について，単位免除の審査方法を具体的

に説明すること。 

（対応） 

 実習の免除に際し，教育課程の編成及び実施，教科等の実践的な指導や評価，教材開

発，授業研究，学校研究，教員研修等に関する実務経験及び研究業績等について，所属長

が確認した「教育実践研究履歴申告書」の提出を求め，免除することができる実務経験等

を有しているかについて，入学者選抜試験において，審査することを明記した。また，実

習免除の観点を付属資料として追加した。 

 

（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類 

新 旧 

20 ページ 
 

19 ページ 

（４）現職教員学生の実習免除 

 現職教員学生を対象に，実習の免除を行

う。 

学校マネジメントプログラムにおいて

は，後述するように，学校マネジメントプ

ログラムの専任教員が，「教育実践研究履

歴申告書」に基づいて「短期履修」の可否

及び実習免除の可否について同時に審査す

る。 

教科教育・特別支援教育プログラムにつ

いては，教育課程の編成及び実施，教科等

の実践的な指導や評価，教材開発，授業研

究，学校研究，教員研修等に関する実務経

験及び研究業績等について，所属長が確認

した「教育実践研究履歴申告書」の提出を

求め，免除することができる実務経験を有

しているかについて面接を行う。面接は，

入学者選抜試験において，口述試験終了後

に引き続き，教科教育・特別支援教育プロ

グラムの専任教員が担当する。 

審査は，免除の対象となる学校実習科目

記載なし 
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の到達目標に基づいた観点によって評価す

る。（付属資料９：実習免除の観点につい

て）免除の対象となる学校実習科目は，学

校マネジメントプログラムは，「教職専門

実地研究Ⅲ」（６単位），教科教育・特別支

援教育プログラムは，「教職専門実地研究

Ⅳ」（８単位）であり，それぞれの学校実

習科目の到達目標を，これまでの実務経験

及び研究業績で達成しているかどうかを審

査の上，免除する単位数を決定する。 

 なお，附属学校教員特別プログラムにつ

いても同様に審査を行うが，免除の対象と

なる学校実習科目は「教職専門実地研究

Ⅴ」（10 単位）であり，「教育実践研究履

歴申告書」は教科教育・特別支援教育プロ

グラムと共通である。 
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（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類 付属資料９ 

新 

 

 

 

旧 

 
なし 
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